
液化ヘリウム  岩谷産業㈱  ＳＮ－０５－２ 1/7 
作成日 ２００６年１０月 １日 
改訂日     年  月  日 

 

製品安全デ－タシ－ト 

 

 

１．製品及び会社情報 
 

製品名             ：液化ヘリウム 
 

会社名           ：岩谷産業株式会社 

住所            ：〒105-8458 東京都港区西新橋３－２１－８ 

緊急連絡先         ：環境保安部 
電話番号 03-5405-7026     FAX番号 03-5405-7028 

整理番号          ：ＳＮ－０５－２ 

 

 

２．組成、成分情報 

 

単一製品・混合物の区別   ：単一製品 

化学名           ：ヘリウム 

成分及び含有量       ：９９.９９５%以上 

化学式           ：Ｈｅ 

官報公示整理番号      ：該当なし 

ＣＡＳ№          ：７４４０－５９－７ 

  

 

３．危険有害性の要約 

 

最重要危険有害性      ： 

有害性           ： 

・液化ヘリウムは超低温のため、凍傷の危険がある。 

・毒性はないが、高濃度のガスを吸入すると窒息の危険がある。 

環境影響         ：データなし 

物理的及び化学的危険性  ：超低温、高圧 

主な徴候          ： 

・液化ヘリウムに直接触れると凍傷の危険がある。目に入ると失明のおそれがある。 

・高濃度のガスを吸入すると窒息の危険がある。 

分類の名称(分類基準は日本方式)：高圧ガス保安法 第２条に規定する高圧ガス 

想定される非常事態の概要： 

・デュワー瓶（魔法瓶）では、取出口が固体空気や氷で閉塞されて破裂することがある。 

・容器が高温にさらされたときに安全弁が作動不良の場合、破裂することがある。 
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４．応急措置 

 

吸入した場合       ： 

・新鮮な空気の場所に移し、衣服をゆるめ毛布などで暖かくして安静にさせる。 

・呼吸が弱っているときは酸素吸入を行う。 

・呼吸が止まっていれば人工呼吸を行い、医師の治療を受ける。 

皮膚に付着した場合    ： 

・液化ヘリウムに触れると凍傷を起こす。凍傷部分をこすってはならない。 

・凍傷を起こした場合、患部を水で温める。常温に戻り、更に患部が熱を持つ場合は、冷やし

てガーゼなどで保護し、医師の治療を受ける。 

・凍傷を起こした部分の衣服が凍り付いて取れないときは、無理に取らないで、その他の部分

のみ衣服を切り取る。 

目に入った場合      ：多量の水で洗い、医師の治療を受ける。  

最も重要な徴候及び症状に関する簡潔な情報： 

・高濃度のガスを吸入すると、一呼吸で意識を失う。この状態が継続すると死に至る。 

応急措置をする者の保護  ： 

・漏えい又は噴出している場所では、換気を行い、必要に応じて空気呼吸器を着用する。 

・液化ヘリウムが漏えい又は噴出している場所では、皮膚に付着させないように保護具を着用

する。 

 

 

５．火災時の措置 

 

消火剤          ：ヘリウムは不燃性である。周辺火災に合わせた消火剤を使用する。 

火災時の特定危険有害性  ： 

・容器が火炎にさらされると内圧が上昇し、破裂することもある。 

特定の消火方法      ： 

・風上から水を噴霧して容器を冷やしながら周囲の消火を行う。 

・周辺火災の場合は、容器を安全な場所に移動する。 

消火を行う者の保護    ：必要に応じて空気呼吸器を使用する。 

 

 

６．漏出時の措置 

 

人体に対する注意事項   ： 

・液化ヘリウムは極めて低い温度であるので、直接身体に触れると凍傷を起こす。取扱うとき

は、乾いた革手袋を着用する。 

・液体が漏えいすると約７５０倍の気体となり、酸素濃度が急低下し、酸欠の危険性が極めて

高くなる。 

環境に対する注意事項   ：データなし 

除去方法         ：自然拡散 

二次災害の防止策     ： 

・大量の漏えいが続くようであれば、周囲をロープなどで囲み立入り禁止とする。 

・屋内の場合は換気を良くする。 
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７．取扱い及び保管上の注意 

 

取扱い 

技術的対策       ： 

・液化ヘリウムは、多くの材料を脆（もろ）くするので、材料の選択に注意が必要である。 

・低温脆（ぜい）性を起こさない適正な材料は、オ－ステナイト系ステンレス鋼、銅、アルミ

ニウム等である。炭素鋼は低温脆性を起こすので使用できない。 

・デュワー瓶は転倒、転落等を防止する措置を講じ、粗暴な扱いをしない。 

注意事項                ： 

・液化ヘリウムが空気中で気化すると酸素濃度が低くなるので、換気の悪い場所で取扱わない

こと。万一このような状態で使用する場合には、酸素濃度が１８%未満にならないように測

定管理すること。 

安全な取扱い注意事項  ： 

・液化ヘリウムが閉塞部分で気化すると、高圧になり配管や容器を破壊することがある。 

・液化ヘリウムの温度は、－２６８.９℃と極めて低温であるため、直接触れないこと。 

・皮膚が液化ヘリウムに触れると凍傷を起こす。断熱していない配管等に触れた時も同様であ

る。 

・液化ヘリウムのような超低温の物の中に常温の物を入れるのは危険である。激しいヘリウム

の気化が起こり、飛沫が上がる。 

・液化ヘリウムに水を入れると急激な沸騰が起こる。 

・デュワー瓶は、熱損失を最小にするために内槽を吊る構造になっている。衝撃を与えたり、

落下させないこと。 

保管 

適切な保管条件     ： 

・デュワー瓶は、使用しないときはキャップをしておくこと。 

・デュワー瓶は、空気や大気中の水分が凝固し、開口部が閉塞していないことを定期的に監視

すること。 

・風通しの良い場所に保管し、腐食性の雰囲気や連続した振動にさらされないようにする。 

安全な容器包装材料   ： 

・デュワー瓶 

・高圧ガス保安法に定められた容器 

 

 

８．暴露防止及び保護措置 

 

設備対策          ： 

・屋内で使用する場合は、換気をよくする。 

・必要に応じて、空気中の酸素濃度が１８%未満にならないように測定管理する。 

管理濃度         ：設定されていない 

許容濃度         ： 

・日本産業衛生学会  ；設定されていない 

・ＡＣＧＩＨ     ；単純窒息性ガス 
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保護具 

呼吸用の保護具     ：必要に応じて空気呼吸器を使用する。 

手の保護具       ：乾いた革手袋 

目の保護具       ： 

・保護眼鏡 

・飛沫が上がるようなときは、保護面か防災ゴ－グルを着用する。 

皮膚及び身体の保護具  ：  

・使用形態に応じた作業服、ヘルメットを着用する。 

・ズボンの裾は靴の外に出しておくこと。 

 

 

９．物理的及び化学的性質 

 

物理的状態 

形状          ：超低温の液体 

色            ：無色 

臭い          ：無臭 

物理的状態が変化する特定の温度／温度範囲 

沸点          ：－２６８.９℃（１０１.３ kPa） 

融点          ：－２７２.２℃（２.６ MPa） 

臨界点         ：－２６７.９５℃、０.２２８ MPa 

液密度          ：０.１２４９６ kg/L（－２６８.９℃、１０１.３ kPa） 

ガス密度         ：０.１７８ kg/m3（０℃、１０１.３ kPa） 

相対ガス密度      ：０.１４（ガス比重、空気＝１） 

蒸気圧          ：２２８ kPa（臨界点） 

水に対する溶解性     ：０.００８６ L/L-H2O（２０℃、１０１.３ kPa） 

その他のデータ 

分子量         ：４.００３ 

超流動         ： 

・－２７０.９７８℃（２.１７２ K）以下では、超流動状態をとり、微細な間隙を抵抗なく流

れたり、器壁上に薄層をなして流れるなど異常な性質をもつ。 

 

 

１０．安定性及び反応性 

 

安定性          ：安定 

反応性          ： 

・超低温のため、液体の中に温度差のある物を入れるのは、急激な気化が起こり危険である。 

避けるべき条件、材料   ： 

・超低温のため、低温脆性破壊を起こす材料は使用できない。適切な材料は、オーステナイト 

系ステンレス鋼、銅、アルミニウムなどである。 
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１１．有害性情報 

 

急性毒性         ：データなし（単純窒息性） 

局所効果         ：凍傷 

感作性          ：日本産業衛生学会、ＡＣＧＩＨとも勧告なし。 

慢性毒性・長期毒性    ：データなし 

発がん性         ：データなし 

変異原性         ：データなし 

催奇形性         ：データなし 

生殖毒性         ：データなし 

その他          

吸入          ： 

・空気と置換することにより単純窒息性ガスとして作用する。 

・高濃度のガスを吸入すると、一呼吸で意識を失う。この状態が継続すると死に至る。 
  

空気中の酸素濃度(%) 酸素欠乏症の症状等 

１８ 
安全下限界だが、作業環境内の連続換気、酸素濃度測定、安全帯
等、呼吸用保護具の用意が必要 

１６～１２ 

脈拍・呼吸数増加、精神集中力低下、単純計算まちがい、精密筋作
業拙劣化、筋力低下、頭痛、耳鳴、悪心、吐気、動脈血中酸素飽和
度８５～８０%（酸素分圧５０～４５ mmHg）でチアノーゼがあらわ
れる 

１４～９ 

判断力低下、発揚状態、不安定な精神状態（怒りっぽくなる)、た
め息頻発、異常な疲労感、酩酊状態、頭痛、耳鳴、吐気、躯吐、当
時の記憶なし、傷の痛み感じない、全身脱力、体温上昇、チアノー
ゼ、意識もうろう、階段・梯子から墜落死・溺死の危険性 

１０～６ 

吐気、躯吐、行動の自由を失う、危険を感じても動けず叫べず、虚
脱、チアノーゼ、幻覚、意識喪失、昏倒、中枢神経障害、チェーン
ストークス型の呼吸（注、ゆっくりした、深い呼吸）出現、全身け
いれん、死の危機 

６以下 
数回のあえぎ呼吸で失神・昏倒、呼吸緩徐・停止、けいれん、心臓
停止、死 

 

 

１２．環境影響情報 

 

移動性          ：データなし 

残留性／分解性      ：データなし 

生体蓄積性        ：データなし 

生態毒性 

魚毒性         ： 

・化審法の第一種・第二種特定化学物質、指定化学物質に該当しない。 

 

 

１３．廃棄上の注意 

 

・容器内の残ガスは、そのまま返却する。 

・配管等設備内の残ガスを廃棄する場合は、屋外の通風の良い大気中に、人のいない方へ向け
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て放出する。 

 

 

１４．輸送上の注意 

 

国連分類         ：クラス２.２（非引火性・非毒性高圧ガス） 

国連番号          ：１９６３（深冷液化されたもの、低温液体） 

国内規制 

高圧ガス保安法         ：第２３条（移動）、一般高圧ガス保安規則第４８条（移動に係る保安

上の措置及び技術上の基準） 

道路法          ：第４６条（通行の禁止又は制限）、施行令第１９条の１３（車両の通

行制限（道路管理者による特定トンネル等に関する通行の禁止や制限

がある。）） 

船舶安全法        ：第２８条（危険物等の規制）、危険物船舶運送及び貯蔵規則第２条

（用語）、第３条（分類等）、船舶による危険物の運送基準等を定め

る告示別表１；高圧ガス 

港則法          ：第２１条（危険物）、施行規則第１２条（危険物の種類）、港則法施

行規則の危険物の種類を定める告示；高圧ガス 

航空法          ：第８６条（爆発物等の輸送禁止）、施行規則第１９４条（輸送禁止の

物件）、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示別表第 1；

高圧ガス 

輸送の特定の安全対策及び条件： 

・容器を車両に積載して輸送するときは、車両の見易い所に「高圧ガス」の警戒標を掲げなけ

ればならない。 

・輸送中の容器の圧力は、その容器の常用圧力以下でなければならない。特に長時間輸送する

とき、又は悪路を通過したときは、途中安全な場所に駐車し、圧力の上昇状態並びに弁類の

ゆるみ等、随時点検を行う。 

・容器は転倒、転落、衝撃を避ける。 

・液化ヘリウムをデュワー瓶で輸送するときは、運転席と荷台が別になった車両により行う。 

 

 

１５．適用法令 

 

化学物質管理促進法（化学物質排出移動量届出制度；ＰＲＴＲ制度）：該当しない 

労働安全衛生法       ：該当しない 

毒物及び劇物取締法     ：該当しない 

高圧ガス保安法      ：第２条（定義）、第５条（製造）、第１５条（貯蔵）、第２０条の４

（販売）、第２３条（移動） 

道路法           ：第１４項（輸送上の注意）に同じ 

船舶安全法         ：第１４項（輸送上の注意）に同じ 

港則法           ：第１４項（輸送上の注意）に同じ 

航空法           ：第１４項（輸送上の注意）に同じ 
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１６．その他の情報 

 

引用文献          ： 

1) 国際化学物質安全性カード；国立医薬品衛生研究所(http://www.nihs.go.jp/ICSC/) 

2) 化学便覧        ；日本化学会 

3) GAS ENCYCLOPEDIA    ；L'AIR LIQUIDE 

4) GAS DATA BOOK      ；MATHESON GAS PRODUCTS 

5) 注解労働安全衛生関係法令・解釈例規集；第一法規出版 

6) 新酸素欠乏危険作業主任者テキスト；中央労働災害防止協会 

7) 高圧ガスハンドブック    ；日本産業ガス協会 

 

記載事項の取扱い     ： 

・デュワー瓶内の液化ヘリウムは、高圧ガス保安法の適用を受けません。 

・本製品安全データシートの記載内容は、現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成して

おりますが、記載のデ－タや評価等に関しては、保証するものではありません。 

・また、本記載事項は通常の取扱いを対象にしたものでありますので、特別な取扱いをする場

合には、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。 

・%及び ppm 表示は、特に断りのない限り容積比率です。 

・圧力表示は、特に断りのない限り絶対圧力です。 
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